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刈羽村民活センター配分金規約 

 

施行 平成 7年4月1日 

改正 平成13年4月1日 

 

 

（目 的） 

第１条 この規約は、刈羽村民活センター（以下「センター」という）会員の就業に

伴う配分金に関する事項を定めるものである。 

 

（全額支払いの原則） 

第２条 センターは、就業した会員に対するその配分金を、原則として柏崎農業協同

組合振込によりその全額を支払うものとする。 

２ センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができ

る。 

 

（約束の日の支払い原則） 

第３条 センターは、会員が就業した場合は、その配分金を約束の期日に支払うもの

とする。 

 

（社会的相当配分の原則） 

第４条 会員の就業に対する配分金は、その地域における最低賃金等を尊重し、社会

的に相当な内容のものとする。 

 

（配分金基準の決定） 

第５条 センターは、会員の配分金基準について仕事の種類、内容などを考慮して会

長において定め、委員会で協議し総会に報告する。 

 

（規約の改廃） 

第６条 この規約の改廃は、委員会において協議し、総会に報告するものとする。 

 

 

附 則 

１ この規約は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この規約の一部改正は、平成１３年４月１日から施行する。 


